
 

 

青色回転灯装着車（青パト）へのドライブレコーダーの設置について 

 

１ 背  景  

  社会情勢の変化に伴い犯罪が多様化し、子どもや女性等の弱者が犠牲とな

る痛ましい事件が多数報道され、地域における防犯活動の重要性がますます

高まっている。 

  また、今年３月に千葉県松戸市で起こった小学３年生の女児連れ去り殺人

事件でドライブレコーダーの映像が犯人逮捕の手がかりとなるなど、「動く防

犯カメラ」としての効果が示されたところである。 

このような状況を踏まえ、射水市では、県内の自治体で初めて、地域の防犯

パトロール隊の皆さんが活用している市所有の青パト３台に、地域の防犯力向

上を目指し、ドライブレコーダーを設置する。 

 

２ 目  的 

児童の登下校時の巡回や夜間巡視活動に活用されている市所有の青パトに

ドライブレコーダーを設置し、その設置を周知することで、青パトに対する警

戒感が強くなり、犯罪の未然防止につながるなど、射水市の安心・安全なまち

づくりに資することを目的とする。 

 

３ 設置時期等 

  不審者等が増える傾向にある夏に向け、６月中の設置及びパトロール隊への取

扱い説明会等を行い、本格パトロールを開始する。 

○出発式について 

・日 時  平成２９年７月５日（水） 午後３時から 

・場 所  射水市役所西側入口前 

・出席者  射水市、射水警察署、射水地区防犯協会、地区防犯団体等 

 

４ その他 

（１） 映像の取扱い 

    録画した映像は、要綱により定められている場合を除き、第三者に提供す

ることはなく、設置目的以外に利用することはない。 

（２） 周知方法 

・市報、ホームページ等への掲載 

・青パトの車体に『ドライブレコーダー設置車』などのマグネット看板を

掲示 
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